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令和 ８ 年 ２ 月 20 日

第 １３８８４ 号（金曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

告　　　　　　　　示

石川県告示第58号
　石川県薬物の濫用の防止に関する条例（平成26年石川県条例第38号。以下「条例」という。）第16条第１項の規定
により、知事指定薬物の指定が次のとおり効力を失ったので告示する。
　　令和８年２月20日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　失効した知事指定薬物の名称
　⑴ 　３－｛２－［（シクロプロピル）（メチル）アミノ］エチル｝－１Ｈ－インドール－４－オール及びその塩類
　⑵ 　２－［（４－イソプロポキシフェニル）メチル］－５－ニトロ－１－［２－（ピロリジン－１－イル）エチル］－

１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール及びその塩類
　⑶ 　２－｛２－［（２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－イル）メチル］－５－ニトロ－１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダ

ゾール－１－イル｝－Ｎ，Ｎ－ジエチルエタン－１－アミン及びその塩類
２　失効の理由
　　当該知事指定薬物が条例第２条第１項第５号に掲げる薬物に該当すると認められるに至ったため
３　失効の日
　　令和８年１月31日
４　罰則の適用
　 　条例第24条から第28条までの規定は、上記の知事指定薬物の指定がその効力を失う前にした当該知事指定薬物に
係る行為についても、適用する。

公　　　　　　　　告

県営土地改良事業計画の変更及び縦覧公告
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第88条第１項の規定により、次のとおり県営土地改良事業計画を変更したの
で、その関係書類を令和８年２月24日から同年３月25日まで縦覧に供する。
　なお、この計画の変更については、土地改良法第88条第６項において準用する同法第87条第６項の規定により、縦
覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に知事に審査請求をすることができる。また、この計画が変更されたこ
とを知った日の翌日から起算して６か月以内に、石川県を被告として（訴訟において石川県を代表する者は、石川県
知事となる。）、計画の変更の取消しの訴えを提起することができる。ただし、審査請求をした場合は、その審査請求
に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、石川県を被告として、計画の変更の取消し
の訴えを提起することができる。
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　　令和８年２月20日
石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

事　　　 業　　　 名 地　区　名 縦覧に供する書類 縦覧場所
県 営 ほ 場 整 備 事 業
（面 的 集 積 型）

町野北部地区
県 営 土 地 改 良 事 業
変 更 計 画 書 の 写 し

輪島市産業部
農 林 水 産 課

土地区画整理事業の終了認可公告
　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第13条第１項の規定により、土地区画整理事業の終了を次のとおり認可
した。
　　令和８年２月20日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　土地区画整理事業の名称
　　能美市福島産業団地土地区画整理事業
２　施行者の住所及び名称
　　能美市来丸町1110番地
　　能美市土地開発公社
３　事業施行期間
　　令和元年12月27日から令和８年３月31日まで
４　施行地区に含まれる地域の名称
　　能美市福島町ろの一部
　　能美市福島町はの一部
　　能美市福島町にの一部
　　能美市福島町ほの一部
　　（地区内に介在する道路敷及び水路敷を含む。）
５　施行認可の年月日
　　令和元年12月20日
６　終了認可の年月日
　　令和８年２月10日

選 挙 管 理 委 員 会

石川県選挙管理委員会告示第33号の公布公告
　石川県選挙管理委員会組織運営規程（昭和56年石川県選挙管理委員会規程第１号）第21条の規定によりその例によ
ることとされる石川県告示等の公布に関する規則（昭和45年石川県規則第38号）第２条ただし書の規定により、次の
とおり県庁前の掲示場に掲示して公布した。
　　令和８年２月20日

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

石川県選挙管理委員会告示第33号
　令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙において当選した者の住所及び氏名並びに当該当選人に係
る候補者届出政党の名称を、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第101条第２項の規定により次のとおり告示す
る。
　　令和８年２月10日

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　
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選挙区名 住　　　　　所 氏　　　名 候補者届出政党の名称

石川県第１区
石川県金沢市平和町２丁目27番25号
グロブナータウン平和町・201号

小　森　卓　郎 自由民主党

石川県第２区 石川県小松市土居原町265番地１ 佐々木　　　紀 自由民主党
石川県第３区 石川県七尾市石崎町ソ部５番地９ 西　田　昭　二 自由民主党
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